
公告 第７７６号 

令和８年２月２５日 

 

ＳＣＳＫ健康保険組合 

理事長 小林 良成 

 

一般保険料率/介護保険料率/子ども・子育て支援金率の 

決定について 
 

令和８年２月２０日開催の第１１６回組合会において、一般保険料率/介護保険料率/

子ども・子育て支援金率が決定したので、下記のとおり公告します。 

 

 

記 

 

 

１． 改定後の保険料率    ９２.０/１０００ （現行：９２.０/１０００） 

（１）一般保険料率   ９０.７０/１０００ （現行：９０.７０/１０００） 

  内訳  基本保険料率 ４９.１３８/１０００ （現行：５０.６９６/１０００） 

    特定保険料率   ４１.５６２/１０００ （現行：４０.００４/１０００） 

  ※特定保険料は、一般保険料のうち高齢者医療制度へ拠出するための 

  保険料です。 

 

（２）調整保険料率   １.３０/１０００ （現行：１.３０/１０００） 

  ※調整保険料は、全国の健康保険組合間の共助を目的に実施している 

  事業に充てるための保険料で、毎年度、健康保険組合連合会が料率を 

設定します。 

 

２． 介護保険料率   １７.０/１０００ （現行：１８.６０/１０００） 

 

３． 子ども・子育て支援金率    ２.３０/１０００ （新設） 

 

４． 負担割合 事業主  ５０％ 

被保険者 ５０％ 

   一般保険料率        ：  ４６.０/１０００ 

介護保険料率        ：  ８.５０/１０００ 

子ども・子育て支援金率   ： １.１５０/１０００ 

 



５． 適用時期 ・一般及び介護保険料は２０２６年３月保険料（２０２６年４月度 

給与控除※賞与については令和８年３月１日以降の支給分） 

より適用 

・子ども・子育て支援金は２０２６年４月保険料（２０２６年５月度 

給与控除）より適用 

 

※任意継続保険料は２０２６年４月分保険料より適用  

 

 

                                           以上 


